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刊
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目

次

告
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○
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
手
続
等
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…
…（
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
部
企
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○
住
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企
画
部
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宅
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○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
解
除
…（
環
境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…
�

告

示
（
選
）

○
東
京
都
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け
る
選
挙
権
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す
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五
十
分
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一
の
数
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
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○
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の

八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総

数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を

超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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政
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服
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る
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…
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…
…
…
…
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公

告

○
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発
行
為
に
関
す
る
工
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完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
七
号

知
事
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
東
京
都
規
則
第
三
百
一
号
）
第
三

条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
七

号
）
を
適
用
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
手
続
等
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
手
続
等
の
根
拠
と
な
る
条
例
等
の
名
称
、
条
項
、
電
子

化
開
始
日
及
び
対
象
手
続
等
の
名
称
を
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

根
拠
と
な
る

条
例
等
の
名

称

条
項

電
子
化
開
始

日

対
象
手
続
等

東
京
都
補
助

金
等
交
付
規

則
（
昭
和
三

十
七
年
東
京

都
規
則
第
百

四
十
一
号
）

第
五
条
第
一

項
及
び
第
二

項

令
和
二
年
七

月
二
十
日

補
助
金
等
の

交
付
の
申
請

第
八
条

同
日

補
助
金
等
の

交
付
決
定
の

通
知

第
十
条
第
五

項

同
日

事
情
変
更
に

よ
る
補
助
金

等
の
交
付
決

定
の
取
消
し

等
の
通
知

第
十
一
条

同
日

補
助
事
業
等

の
変
更
等
の

申
請

第
十
一
条

同
日

補
助
事
業
等

の
変
更
等
の

承
認

第
十
二
条
第

一
項

同
日

事
故
報
告

第
十
二
条
第

二
項

同
日

事
故
報
告
に

基
づ
く
補
助

事
業
者
等
に

対
す
る
指
示

第
十
三
条

同
日

状
況
報
告

第
十
四
条
第

一
項

同
日

補
助
事
業
等

の
遂
行
命
令

第
十
四
条
第

二
項

同
日

補
助
事
業
等

の
一
時
停
止

命
令

第
十
五
条

同
日

補
助
事
業
等

の
完
了
等
に

伴
う
実
績
報

告

第
十
六
条

同
日

補
助
金
等
の

額
の
確
定
の

通
知

第
十
七
条
第

一
項

同
日

是
正
の
措
置

命
令

第
十
七
条
第

二
項

同
日

是
正
の
措
置

の
報
告

第
十
八
条
第

三
項

同
日

補
助
金
等
の

交
付
決
定
の



令和2年7月20日（月曜日）東 京 都 公 報（第17139号） ２

取
消
し
の
通

知

第
十
九
条
第

一
項

同
日

交
付
決
定
の

取
消
し
に
伴

う
補
助
金
等

の
返
還
命
令

第
十
九
条
第

二
項

同
日

確
定
し
た
補

助
金
等
の
額

を
超
え
る
補

助
金
等
の
返

還
命
令

第
二
十
四
条

同
日

財
産
の
処
分

の
承
認
申
請

第
二
十
四
条

同
日

財
産
の
処
分

の
承
認

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
八
号

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支

援
法
人
（
以
下
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
し
た
の
で
、

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

支
援
法
人
の
名
称

有
限
会
社
ア
シ
ス
ト

二

支
援
法
人
の
住
所

福
生
市
本
町
八
十
六
番
地
八

三

支
援
業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地

福
生
市
本
町
八
十
六
番
地
八

四

指
定
年
月
日

令
和
二
年
六
月
二
十
三
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
百
二
十
二
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
日
野
市
日
野
台
三

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
二
八
、
八
八
六

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
三
〇
、
五
三
三

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
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超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

１７,７６０

中
央
区
選
挙
区

４５,４９６

港
区
選
挙
区

６７,９４７

新
宿
区
選
挙
区

９１,２８８

文
京
区
選
挙
区

６１,２４１

台
東
区
選
挙
区

５５,６８０

墨
田
区
選
挙
区

７６,５９９

江
東
区
選
挙
区

１３６,４８０

品
川
区
選
挙
区

１１２,３５６

目
黒
区
選
挙
区

７９,０５９

大
田
区
選
挙
区

１６９,７２２

世
田
谷
区
選
挙
区

１９５,２０６

渋
谷
区
選
挙
区

６４,３０４

中
野
区
選
挙
区

９４,３４３

杉
並
区
選
挙
区

１４７,９９７

豊
島
区
選
挙
区

７７,５８３

北
区
選
挙
区

９６,７３８

荒
川
区
選
挙
区

５７,００１

板
橋
区
選
挙
区

１４５,４４７

練
馬
区
選
挙
区

１６９,４０１

足
立
区
選
挙
区

１６１,２２３

葛
飾
区
選
挙
区

１２６,８８６

江
戸
川
区
選
挙
区

１６０,１６７

八
王
子
市
選
挙
区

１４５,２１１

立
川
市
選
挙
区

５１,１７４

武
蔵
野
市
選
挙
区

４１,２７２

三
鷹
市
選
挙
区

５２,４０３

青
梅
市
選
挙
区

３７,８０７

府
中
市
選
挙
区

７１,６３８

昭
島
市
選
挙
区

３１,３８０

町
田
市
選
挙
区

１１９,２９７

小
金
井
市
選
挙
区

３４,００９

小
平
市
選
挙
区

５３,２６２

日
野
市
選
挙
区

５１,７８３

西
東
京
市
選
挙
区

５６,８３２

西
多
摩
選
挙
区

６９,２８０

南
多
摩
選
挙
区

６６,６３２

北
多
摩
第
一
選
挙
区

８５,５４２

北
多
摩
第
二
選
挙
区

５６,４１７

北
多
摩
第
三
選
挙
区

８９,４９３

北
多
摩
第
四
選
挙
区

５３,４３１

島
部
選
挙
区

７,１３１

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２３１号

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
２６年

法
律
第
６８号

）
第
５１条

第
２
項
及

び
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
送
達
す
る
。

令
和
２
年
７
月
２０日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

記

１
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
及
び
氏
名

審
査
請
求
時
の
住
所

東
京
都
新
宿
区
新
宿
六
丁
目
２７－

１

３１８号
室

現
住
所

不
明

審
査
請
求
人

木
村

潤
一

２
公
示
事
項

審
査
請
求
人
が
、
行
政
不
服
審
査
法
第
２
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
３０年

６
月
２６日

に
当
公
安
委
員
会
に
提
起
し
た
審
査
請
求
に

つ
い
て
、
当
公
安
委
員
会
は
、
令
和
元
年
１２月

２０日
に
裁
決
を
し

た
が
、
審
査
請
求
人
の
所
在
が
不
明
の
た
め
、
裁
決
書
の
謄
本
を

送
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
当
該
裁
決
書
の
謄
本
は
、
当

公
安
委
員
会
（
警
視
庁
警
務
部
訟
務
課
）
に
お
い
て
保
管
し
、
い

つ
で
も
こ
れ
を
交
付
す
る
か
ら
、
審
査
請
求
人
は
当
公
安
委
員
会

に
出
頭
の
上
、
受
領
さ
れ
た
い
。

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
二
年
七
月
二
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉
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開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

西
東
京
市
富
士
町
六
丁
目
五
百
五

十
八
番
一
の
一
部
及
び
同
番
五

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
本
町
一
丁
目

三
十
一
番
十
一
号

ア
グ
レ
都
市
デ
ザ
イ
ン
株
式
会

社
代
表
取
締
役

大
林

竜
一

稲
城
市
平
尾
四
丁
目
六
十
一
番
一

か
ら
同
番
十
六
ま
で

中
央
区
日
本
橋
室
町
三
丁
目
二

番
一
号

三
井
不
動
産
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
ル

株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤
林

清
隆

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
七
月
二
十
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
七
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

い
な
げ
や
青
梅
師
岡
店

二

店
舗
所
在
地

青
梅
市
師
岡
町
三
丁
目
十
八
番
地
三
ほ

か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
い
な
げ
や

四

設
置
者
住
所

立
川
市
栄
町
六
丁
目
一
番
地
の
一

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

成
瀬

直
人

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

本
杉

吉
員

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
い
な
げ
や

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

成
瀬

直
人

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

本
杉

吉
員

十

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日

十
一

届
出
日

令
和
二
年
六
月
四
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
二
年
七
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
一

月
二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

い
な
げ
や
あ
き
る
野
雨
間
店

二

店
舗
所
在
地

あ
き
る
野
市
秋
留
一
丁
目
二
番
地
三
ほ

か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
い
な
げ
や

四

設
置
者
住
所

立
川
市
栄
町
六
丁
目
一
番
地
の
一

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

成
瀬

直
人

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

本
杉

吉
員

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
い
な
げ
や

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

成
瀬

直
人

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

本
杉

吉
員

十

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日

十
一

届
出
日

令
和
二
年
六
月
四
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
二
年
七
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
一

月
二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

い
な
げ
や
小
平
小
川
橋
店

二

店
舗
所
在
地

小
平
市
小
川
町
一
丁
目
四
百
三
十
二
番

一
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
い
な
げ
や

四

設
置
者
住
所

立
川
市
栄
町
六
丁
目
一
番
地
の
一

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

成
瀬

直
人

六

変
更
後
の
設
置
者
の

本
杉

吉
員
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代
表
者
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
い
な
げ
や
ほ
か
一
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

成
瀬

直
人
（
株
式
会
社
い
な
げ
や
）

ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

本
杉

吉
員
（
株
式
会
社
い
な
げ
や
）

ほ
か

十

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
二
年
六
月
四
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
二
年
七
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
一

月
二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

い
な
げ
や
保
谷
町
店

二

店
舗
所
在
地

西
東
京
市
保
谷
町
五
丁
目
八
番
十
二
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
サ
ビ
ア
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

四

設
置
者
住
所

立
川
市
栄
町
六
丁
目
一
番
地
の
一

五

変
更
前
の
店
舗
名

（
仮
称
）
い
な
げ
や
保
谷
本
町
店

六

変
更
後
の
店
舗
名

い
な
げ
や
保
谷
町
店

七

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

関

晴
夫

八

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

宮
島

智
美

九

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
い
な
げ
や
ほ
か
未
定

十

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
い
な
げ
や
ほ
か
一
名

十
一

変
更
を
行
っ
た
小

売
業
者
の
氏
名
又

は
名
称

株
式
会
社
い
な
げ
や

十
二

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

成
瀬

直
人

十
三

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

本
杉

吉
員

十
四

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日
ほ
か

十
五

届
出
日

令
和
二
年
六
月
四
日

十
六

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
七

縦
覧
期
間

令
和
二
年
七
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
一

月
二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

十
八

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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